
ＩＴパスポート取得支援補助金交付要綱 

 
　（趣旨） 

第１条　ＩＴパスポート取得支援補助金（以下「補助金」という。）は、予算の範囲内にお

いて交付するものとし、その交付に関しては、広島県補助金等交付規則（昭和４８年広島

県規則第９１号（以下「規則」という。））に規定するもののほか、この要綱に定めるとこ

ろによる。 

 

　（目的） 

第２条　この補助金は、県内企業等が、広島県内で勤務する従業員（以下「県内従業員」と

いう。）及び役員（ただし、大企業の役員を除く。以下「県内役員」という。）を対象にＩ

Ｔパスポート試験（以下「試験」という。）に合格した際に資格手当を支給する事業に要

する経費の一部を補助することにより、ＤＸ進展下において社会人共通に求められるデ

ジタル基礎知識の習得を図るとともに、リスキリングに取り組む企業の拡大を図り、県内

企業等の生産性向上や新たな付加価値創出等を促進することを目的とする。 

 

　（定義） 

第３条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

　(1)　ＩＴパスポート試験　情報処理の促進に関する法律（昭和４５年法律第９０号）に

基づき、経済産業大臣が行う情報処理技術者試験の一試験区分として設定されている

国家試験をいう。 

　(2)　県内企業等　次のア又はイのいずれかに該当する法人等のうち、リスキリング推進

宣言企業をいう。 

ア　法人税法（昭和４０年法律第３４号）に定める普通法人、公益法人等及び協同組合

等のうち、広島県内に本社、本店、支店又は事業所等を有するもの。 

イ　普通法人、公益法人等、協同組合等又はこれらの代表者が加入する広島県内に設置

された経済団体、経営団体、産業支援団体等。 

(3)　大企業　別表に掲げる要件を満たすものをいう。 

　(4)　リスキリング　企業の経営戦略や人材戦略のもと、今後の新たな業務等に必要とな

るスキルや知識を従業員が習得することをいう。 

(5)　リスキリング推進宣言企業　知事が別に定める要領に基づき、リスキリング推進宣

言を行った法人等をいう。 

 

　（補助金交付の対象等） 

第４条　補助事業は、県内企業等が県内従業員及び県内役員を対象に実施する試験の受験

に係る事業で、次に掲げる者を除き、補助事業を行う補助金の交付の対象となる県内企業

等（以下「補助事業者」という。）に対し、補助金を交付する。 

　(1)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他風俗上好ましくない事業を行う者。 

　(2)　広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第２条第３号に規定する

暴力団員等又は第２０条第１項の規定による通報の対象となった者。 

　(3)　申請日から過去３年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がある者。 

(4)　当該事業に係る他の補助金、助成金その他これらに類するものの交付を受けている



者。 

(5)　宗教活動や政治活動を主たる目的とする者。 

　(6)　その他、補助金を交付することが適当でないと知事が認めた者。 

２　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業者が、

県内従業員及び県内役員のために、試験に合格した際に支払った資格手当、奨励金、資格

補助金等の一時金（以下「資格手当」という。）とする。補助限度額は、試験に合格した

県内従業員及び県内役員１人あたり２０，０００円とする。ただし、補助事業者が大企業

の場合は、試験に合格した県内従業員１人あたり１０，０００円とする。 

 

　（交付の申請） 

第５条　規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第１号のと

おりとし、その提出部数は１部、その提出期限は、知事が別に定める期日とする。 

２　規則第３条第１項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、

次のとおりとする。 

　(1)　補助事業申請日から３か月以内に法務局で発行された補助金の交付の申請をしよ

うとする者（以下「申請者」という。）の履歴事項全部証明書 

　(2)　補助事業申請日から３か月以内に県税事務所で発行された申請者の県税納税証明

書（県税及び地方法人特別税について滞納がないこと） 

　(3)　事業概要（パンフレットなど、申請者の組織や主たる事業、資本金、従業員数等の

概要が分かるもの） 

　(4)　過去３年分の収支計算書（貸借対照表、損益計算書等の決算書類） 

　(5)　資格手当金額がわかる書類（社内規程など） 

　(6)　その他知事が必要と認める書類 

 

　（交付決定の通知） 

第６条　規則第４条第１項の規定による補助金の交付の決定は、別記様式第２号により行

うものとする。 

 

　（交付の条件） 

第７条　規則第５条第１項の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

　(1)　補助事業の内容の変更を行う場合においては、知事の承認を受けること。ただし、

補助事業に要する経費全体の５０％以内の減少となる変更を行う場合を除く。 

　(2)　補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

　(3)　補助事業の遂行が困難となった場合又は補助事業が予定期間内に完了しない場合

においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

２　補助事業者は、前項第１号又は第２号の承認等を受けようとする場合には別記様式第

３号による承認申請書を知事に提出するものとする。 

 

　（申請の取下げ） 

第８条　規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、規則第

６条の規定による通知を受けた日から起算して２０日以内とし、別記様式第４号による

取下届出書を知事に提出するものとする。 

 

　（実績報告） 

第９条　規則第１２条の規定による補助事業実績報告書は、別記様式第５号のとおりとし、



その提出期限は、補助事業が完了した日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

あっては当該承認を受けた日。以下同じ。）から起算して３０日を経過した日又は補助事

業が完了した日の属する県の会計年度の翌会計年度の４月５日のいずれか早い日とする。 

２　規則第１２条の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次

のとおりとする。 

　(1)　補助事業に要した補助対象経費の内訳が分かる支出証拠書類 

　(2)　補助事業の成果が確認できる書類（試験合格の証書の写し、その他試験合格の状況

がわかるもの） 

(3)　合格した県内従業員及び県内役員の氏名、生年月日及び勤務地がわかる書類 

 

　（補助金の額の確定及び交付） 

第１０条　補助金は、規則第１５条の規定による補助金の額の確定後、交付するものとし、

補助事業者は、別記様式第６号により補助金の交付を請求するものとする。 

 

　（帳簿等の保存期間） 

第１１条　規則第２１条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、補

助事業が完了した日から起算して１０年を経過した日の属する県の会計年度の末日まで

とする。 

 

　（その他） 

第１２条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、知事が別に

定める。 

 

　　　附　則 

　この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度に行われる補助事業に係る経費か

ら適用する。 

 

附　則 

　この要綱は、令和４年７月 12日から施行し、令和４年度に行われる補助事業に係る経費

から適用する。 

 

附　則 

　この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度に行われる補助事業に係る経費か

ら適用する。 

 

附　則 

　この要綱は、令和５年５月１日から施行し、令和５年度に行われる補助事業に係る経費か

ら適用する。 

 

附　則 

　この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度に行われる補助事業に係る経費か

ら適用する。 

 

　　　　　　　　　　 

 



別表 

（注１）大企業とは、アかつイの要件を満たす法人等をいう。 

（注２）資本金や出資金の概念がない場合は、イの要件を満たす法人等をいう。 

 

 事業分類 ア　資本の額又は出資の総額 イ　常時使用する従業員の数

 小売業 ５，０００万円超 ５０人超

 サービス業 ５，０００万円超 １００人超

 卸売業 １億円超 １００人超

 その他の業種 ３億円超 ３００人超



別記様式第１号 

 

年度　ＩＴパスポート取得支援補助金交付申請書 

 

年　　月　　日　 

 

広島県知事　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　（補助事業申請者） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　郵便番号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　住所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　法人名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者役職・氏名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者役職・氏名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） 

 

　ＩＴパスポート取得支援補助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり補助金の交付

を申請します。 

 

１　補助交付申請額等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　※別紙（様式第１号関係）を添付すること。 

 

２　事業完了予定日※ 

　　　　　　年　　月　　日 

　※ＩＴパスポート試験の合格状況が確定し、補助対象経費の支払いが完了する予定の日 

 

【添付書類】 

　(1)　補助事業申請日から３か月以内に法務局で発行された補助金の交付の申請をしよ

うとする者（以下「申請者」という。）の履歴事項全部証明書（写し可） 

　(2)　補助事業申請日から３か月以内に県税事務所で発行された申請者の県税納税証明

書（県税及び地方法人特別税について滞納がないこと）（写し可） 

　(3)　事業概要（パンフレットなど、申請者の組織や主たる事業、資本金、従業員数等の

概要が分かるもの） 

　(4)　過去３年分の収支計算書（貸借対照表、損益計算書等の決算書類） 

(5)　資格手当金額がわかる書類（社内規程など） 

　(6)　その他知事が必要と認める書類  

 １人あたり 

資格手当支給額

補助事業 

予定者数

補助事業に 

要する経費
補助対象経費

補助金交付 

申請額

 
円 人 円 円 円



別紙（様式第１号関係） 

 

申告事項 

 

次の各項目に該当することを確認し、✓を記載してください。 

 

収支計画 
 

 

実施計画 

（単位：人） 

※行が不足する場合は適宜追加すること。  

 

□

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他風俗上好ましくない事業を行っていない。

 
□

広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第２条第３号に規定する

暴力団員等又は第２０条第１項の規定による通報の対象ではない。

 □ 申請日から過去３年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がない。

 □ 宗教活動や政治活動を主たる目的としていない。

 
□

当該事業に係る他の補助金、助成金その他これらに類するものの交付を受けていな

い。

 内　　　容 金　　額

 
収　入

補助金収入（交付申請額） 円

 自己負担分 円

 小　　計 円

 支　出 県内従業員等への支払 円

 小　　計 円

 受験予定年月 受験予定者数

 年　　月

 年　　月

 年　　月

 年　　月

 合　　計



別記様式第２号 

　　第　　　　　号　 
　　年　　月　　日　 

 
　　　　　　　　　　様 
 

広　 　島　 　県　 　知　　 事 
〒730-8511　広島市中区基町 10-52 

人的資本経営促進課 

 
年度　ＩＴパスポート取得支援補助金の交付決定について（通知） 

 
　　　年　　月　　日付けで申請のこのことについては、次のとおり交付します。 
 
１　交付の金額 
　　金　　　　　　　　　　円 
 
２　交付の対象事業及び内容 
（１）この補助金の対象となる事業（以下「事業」という。）は、　　年　　月　　日付け

の申請書に記載のとおりとする。 
（２）補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりである。 

ただし、事業の内容が変更された場合において、補助対象経費又は補助金の額が変更

されるときは、別に指示するところによるものとする。 
補助事業に要する経費　　金　　　　　　　　　　円 
補助対象経費 　　　金　　　　　　　　　　円 
補　 助　 金 　　　金　　　　　　　　　　円 

 
３　交付の条件 
（１）補助事業の内容の変更を行う場合においては、知事の承認を受けること。ただし、補

助事業に要する経費全体の５０％以内の減少となる変更を行う場合を除く。 
（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 
（３）補助事業の遂行が困難となった場合又は補助事業が予定期間内に完了しない場合に

おいては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 
（４）県が行う実績報告に基づく確定検査等に応じること。 
 
４　この事業は、広島県補助金等交付規則（昭和４８年広島県規則第９１号。以下「規則」

という。）及びＩＴパスポート取得支援補助金交付要綱（令和６年４月１日施行）の適用

を受けるものである。 
 
５　交付の方法 
　　この補助金は、規則第１５条の規定により、補助金等の額の確定後に交付するものとす

る。 

 



別記様式第３号 

 

年度　ＩＴパスポート取得支援補助金に係る 

補助事業変更等承認申請書 

 

年　　月　　日　 

 

広島県知事　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　（補助事業者） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　郵便番号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　住所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　法人名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者役職・氏名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者役職・氏名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） 

 

　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付決定のあったこの補助事業の内容を次の

とおり（変更、中止、廃止）したいので、ＩＴパスポート取得支援補助金交付要綱第７条第

２項の規定により、申請します。 

 

１　（変更、中止、廃止）の理由　※できるだけ具体的に記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

２　（変更、中止、廃止）の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第４号 

 

年度　ＩＴパスポート取得支援補助金交付申請取下届出書 

 

年　　月　　日　 

 

　広島県知事　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　（補助事業者） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　郵便番号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　住所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　法人名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者役職・氏名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者役職・氏名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） 

 

　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付決定のあったこの補助金の交付申請を、

次のとおり取り下げることとしたので、ＩＴパスポート取得支援補助金交付要綱第８条の

規定により、次のとおり届け出ます。 

 

【交付申請の取下理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第５号 

 

年度　ＩＴパスポート取得支援補助金に係る補助事業実績報告書 

 

年　　月　　日　 

 

　広島県知事　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　（補助事業者） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　郵便番号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　住所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　法人名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者役職・氏名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者役職・氏名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） 

 

　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付決定のあったこの補助事業を完了したの

で、ＩＴパスポート取得支援補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり実績を報告し

ます。 

 

１　補助金額等 

 

 

【添付書類】 

　(1)　補助事業に要した補助対象経費の内訳が分かる支出証拠書類 

　(2)　補助事業の成果が確認できる書類（試験合格の証書の写し、その他試験合格の状況

がわかるもの） 

(3)  合格した県内従業員及び県内役員の氏名、生年月日及び勤務地がわかる書類（労働

者名簿の写しのほか、表計算ソフト等で必要な情報を一覧にして提出しても構わな

い。） 

 

 

 

 

 １人あたり 

資格手当支給額
合格者数

補助事業に 

要する経費
補助対象経費

補助金交付 

申請額

 
円 人 円 円 円



別記様式第６号 

 

年度　ＩＴパスポート取得支援補助金に係る精算払請求書 

 

年　　月　　日　 

 

　広島県知事　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　（補助事業者） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　郵便番号 

　　　　　　　　　　　　　　　　　住所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　法人名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者役職・氏名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者役職・氏名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） 

 

　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付決定のあったこの補助事業について、Ｉ

Ｔパスポート取得支援補助金交付要綱第１０条の規定により、次のとおり請求します。 

 

１　請求額　　金　　　　　　　　円 

 

２　振込先 

 

 

 

 

 

 
金融機関名

本店・ 

支店名

 
預金種目

 
口座番号

 口座名義 

（フリガナ）


